
月形町あんしん住宅補助金交付申請書 記載例

月形町１２１９番地

【申請者】

建物の「所有者」となります。所有者の住所、氏名、日中連絡できる電話番号を記載してください。

※固定資産評価証明書等に記載された「所有者」が補助金の交付対象者となります。

※本人確認のできる書類があれば押印は不要です。

【除却解体の場合】

建物を解体する場合は、次の届出書がの提出が必要となります。

◎建築物除却届 （解体作業前に提出）

◎建設リサイクル法の届出（床面積の合計８０㎡以上の建物が対象。解体作業開始７日前までに提出）

【リフォームの場合】

◎アスベスト（石綿）含有事前調査（リフォームする場合は、事前にアスベスト（石綿）が建物に含有

されているか調査する必要がありますので、施工業者へご確認ください。

月形 太郎

0126-53-2321

１２１９番地

平成元 １ １ ○○

樺戸太郎 月形町市北

平成元 1 1 令和 10 12 31

木 ２ １５０

リフォーム（ユニットバス設置）

○○番地

○○建設㈱ 0126-53-0000

令和 6 5 1 令和 6 8 31

1,100,000

令和 6 4 20

【日付】

申請書を提出される日を記載してください。

【住宅リフォーム補助金又は公共事業の補償等】

あんしん住宅補助以外の補助金等助成制度を活用されていない場合は「無」に○をつけてください。

※工事の一部又は全部に対して他の助成制度を活用される場合は、あんしん住宅補助の補助対象外とな

ります。

【敷地の所有者】

工事を行う住宅の敷地が「借地」の場合は、敷地の所有者の住所、氏名、借用期間を記載してください。

※「借地」の場合、敷地所有者の了承を得た上で工事を発注してください。

【工事の概要等】

リフォームの場合は、「リフォーム（○○設置）」等と記載してください。

除却解体の場合は、「○○除却解体工事」と記載してください。

太陽光発電システム設置の場合は、「太陽光発電システム設置工事」と記載してください。

【工事費用】

補助対象となる工事費用を記載してください。

※除却解体工事の場合は裏面にも記載が必要です。

〔表面〕



【評点】

評定区分「建築物の破損の程度」の合計が１００点以上に達した場合、その他の区分の判定は

不要とします。
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【点数の上限】

各項目には最高点数（点数の上限）があります。

〔裏面〕
・除却解体工事の申請の場合のみ裏面に記載が必要です。

・該当する内容がある場合に「点数」の欄に「評点」の数字を記入し、次のとおり計算してくだ

さい。

・評定項目に該当することがわかる写真を添付してください。

・補助金の対象とするために故意に破損させた形跡が見られた場合、補助対象外となります。


